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三相モータ事業譲渡に伴う 

耐圧防爆モータ、船舶規格モータ、海外認証規格モータの 

取り扱いに関するお知らせ（第1報） 

 
 
平素は三菱電機三相モータをご愛顧頂き、厚く御礼申し上げます。 

さて、この度、弊社、三相モータ事業に関しまして、2025年11月12日にニュースリリースさせていただ

きましたとおり株式会社荏原製作所（以下、「荏原」）に事業譲渡することに合意いたしました。 

つきましては、今後の耐圧防爆モータ、船舶規格モータ及び海外認証規格モータの取り扱いに関して、以

下の通りご案内申し上げます。 

 

記 

 
1.対象機種 
耐圧防爆モータ、船舶規格モータ、中国 CCC 認証モータ、ベトナム高効率認証モータ、 

メキシコ高効率認証モータ 

 

2.背景  
本事業譲渡に際し、各国の法規制および認証機関の規則に基づき、製造元の名義変更手続きを進めてお

ります。しかしながら、以下の対象製品につきましては、事業譲渡日までに手続きを完了することが困難な

見込みとなっております。 

(1) 耐圧防爆モータについて 

昨今の防爆規格(工場電気設備防爆指針)改正に伴う法制度上の制約により、弊社にて製造・販売している

旧基準認証の機種につきましては、事業譲渡に伴う認証の承継が認められておりません。つきましては、耐

圧防爆モータ（旧基準認証品）については本事業譲渡をもって弊社の生産・販売を終了いたします。 

なお、事業譲渡先である荏原におきましては新基準での再認証取得による販売開始に向けて現在準備を進

めております。再開時期の詳細につきましては、状況が整い次第、改めてご案内申し上げます。 

 

(2) 船舶規格・中国 CCC 認証・ベトナム/メキシコ高効率認証モータについて 

事業譲渡(製造元変更)に伴う規格・認証の承継手続きについて、書面届出による変更が認められない制度

となっており、実機による再試験・現地認証機関への再登録が個別に必要となることが判明いたしました。 

現在、事業譲渡日以降の早期供給再開を目指し、荏原での再認証取得の手続きを計画しております。 

 

なお、これは事業体の変更に伴う法的な手続きの理由によるものであり、製品の安全性や品質に起因するもの

ではございません。お客様には多大なるご不便をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げま

す。 
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1 防爆検定 XE(F)-(N)E 再取得に向け検討中 海外規制対象外

2 船舶NK認証 SF-PR-VS 再取得に向け検討中 海外規制対象外

3 CCC認証 SF-PR-CN※1 再取得に向け検討中 事業譲渡日前日※2,3

4 高効率認証 SF-PR-CN ○ 期限無し

5 ベトナム 高効率認証 SF-PR-VN 再取得に向け検討中 期限無し

6 メキシコ NOM認証 SF-PR-MX 再取得に向け検討中 2027/2/5

7 EISA法 SF-PR ○ 2027/6/5

8 EISA法/UL認証 SF-PR-UL ○ 2027/6/5

9 UL認証 RF-SR-G1 ○ 期限無し

10 北米、欧州 TUV認証 SF-V5RU ○ 期限無し

11 CE-LVD指令 ○ 期限無し

12 CE-ERP指令 ○ 期限無し

13 CE-ROHS指令 ○ 期限無し

14 WEEE指令 ○ 期限無し

15 韓国 高効率認証 SF-PR-KR ○ 期限無し

※1 一部の機種のみ適用 2P:0.75～2.2kW､4P:0.75kW

※2 機械組み込み状態で通関する場合は認証不要

※3 現時点で事業譲渡日は未定(2026/3/2現在)

中国

日本

欧州
SF-PR-RU
RF-SR-G1

北米

事業譲渡後の
生産継続

通関完了期限
(事業譲渡前に

製造された製品)

No. 国 法令規格 対象機種

 

 

 

 

3.最終受注・出荷時期など（第 1 報） 

 (1) 最終受注：2026 年 4 月 24 日受注分まで  

        ※弊社生産能力を上回るご発注分については受注を辞退させていただく場合が 

ございますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

（2）最終出荷：2026 年 8月末日 

(3) 修理・サービス期限 :生産中止後 7 年間 

       ※返却状態によっては修理ができない場合がありますので、ご容赦願います。 

 (4) 海外規格品：規格によっては期限までに通関する必要があります。（詳細は 4 項を参照ください） 

 

今後の新たな情報につきましては、改めてご案内申し上げます。 

 

4.法令規格認証品の対応 

事業譲渡に伴う法令規格認証品の状況について下記します。 
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